
収集運搬車両（軽四深型ダンプ車）購入契約書 

 

１ 件 名 収集運搬車両（軽四深型ダンプ車）購入 

２ 納 入 物 品 別添仕様書のとおり 

３ 納 入 期 間 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

４ 納 入 場 所 香芝市市民環境部廃棄物対策課（香芝市五ヶ所５０７番地１） 

５ 品名、規格 別添仕様書のとおり 

  及 び 数 量 

６ 契 約 金 額 金         円（取引に係る消費税及び地方消費税

の額を含む。） 

７ 契約保証金 

 

 上記の物品の購入について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における

合意に基づいて、次の条項により物品購入契約を締結し、信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。 

 この契約を証するため本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

令和 年 月 日 

 

               発注者 奈良県香芝市本町１３９７番地 

                   香芝市 

                    市長 三 橋 和 史 

 

               受注者 

 

  



 （総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書（仕様書、図面、見

本その他発注者の指示を含む。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、

この契約（この契約書及び仕様書を内容とする物品購入契約をいう。以下同

じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の納入物品（以下「物品」という。）を契約書記載の

納入期間までに発注者が指定する場所に納入し、発注者に引き渡すものとし、

発注者は、その契約代金を支払うものとする。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、発注者の文書による承諾を得たときは、この

限りでない。 

 

 （秘密の保持） 

第３条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契

約の終了後も同様とする。 

 

 （契約内容の変更等） 

第４条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、契約内容の変更又は

納入の中止をすることができる。 

２ 前項の場合において、契約金額又は納入期間を変更する必要があるときは、

発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。 

３ この契約の締結後、市場価格に著しい変動があった場合は、その実情に応じ

て発注者及び受注者が協議の上、契約金額を変更することができる。 

 

 （検査及び引渡し） 

第５条 発注者は、受注者が第１条第２項の規定による納入を完了したときは、

その日から起算して１０日以内に受注者立会いの上、検査を行い、検査に合格

したものについては、引渡しを受けるものとする。 

２ 検査に必要な費用及び検査のために変質、変形、消耗、毀損又は破壊したも

のを現状に復する費用は、全て受注者の負担とする。 

３ 受注者は、第１項の検査に合格しないものについては、遅滞なく引き取り、

発注者の指定する期日までに物品を納入するものとする。この場合において、

費用については前項の規定を準用する。 

 

 （契約代金の支払） 



第６条 受注者は、前条第１項の検査に合格したときは、契約代金の支払を発注

者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して３０

日以内に契約代金を支払わなければならない。 

 

 （危険負担） 

第７条 第５条第１項の規定による物品の引渡し前に、発注者の責めに帰す事

由による場合を除いて、物品に生じた滅失、毀損、変質等の損害は、受注者の

負担とする。 

 

 （契約不適合） 

第８条 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し

ない場合は、物品の引渡しから１年間は、発注者は受注者に対し、本件目的物

の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求するこ

とができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないと

きは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることがで

きる。 

 

 （履行遅滞における損害金等） 

第９条 受注者の責めに帰する事由により、納入期間内に物品を納入すること

ができない場合においては、発注者は、受注者に対して、遅延日数に応じ、政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支

払遅延防止法」という。）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率

により計算した額の損害金の支払を請求することができる。 

２ 発注者の責めに帰する事由により、第６条第２項の規定による契約代金の

支払が遅延した場合は、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、

支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計

算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

 

 （発注者の解除権） 

第１０条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解

除することができる。 

 ⑴ その責めに帰すべき事由により、納入期限内に債務の履行が完了しない

と明らかに認められるとき。 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的

を達成することができないと認められるとき。 

 ⑶ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 



  ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤である者を含む。）、支配人及び支

店又は営業所（常時建設工事等並びに物品及び役務関係業務の契約に関

する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持たな

い団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあって

はその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）であると認められるとき。 

  イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認

められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供

与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、

又は関与していると認められるとき。 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

  カ この契約に係る下請契約、再委託契約、資材又は原材料の購入契約等の

契約（以下「下請契約等」という。）に当たり、その相手方がアからオま

でのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき。 

  キ この契約に係る下請契約等に当たり、アからオまでのいずれかに該当

する者をその相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）におい

て、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれ

に従わなかったとき。 

  ク この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた

にもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出

なかったとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の１

０分の１を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならな

い。 

３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当

することができる。 

 

 （談合等不正行為による解除） 



第１１条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当し

たときは、契約を解除することができる。 

 ⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第６

４条第１項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。 

 ⑵ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第４９条の排除措置命令をし、

その命令が確定したとき。 

 ⑶ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第６２条第１項の納付命令を

し、その命令が確定したとき。 

 ⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、

刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条に規定する罪

を犯し、刑に処せられたとき。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。 

 

 （受注者の解除権） 

第１２条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により物品を納入するこ

とが不可能となったときは、契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

 （損害賠償の予定） 

第１３条 受注者は、第１１条第１項各号のいずれかに該当するときは、物品納

入完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠

償金として、請負代金額の１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなけ

ればならない。ただし、同項第１号、第２号又は第３号に該当する場合におい

て、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第２条第９項の規定に基づき定

められた不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１

５号）第６項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に必要と

認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の損害賠償金については、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該

共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は

構成員であった者に請求することができる。この場合において、受注者の代表

者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払

わなければならない。 

３ 第１項の損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項の損害賠償金

の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるもの

ではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害



額が同項の損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、

同様とする。 

 

 （個人情報の保護） 

第１４条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱い

については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、香芝

市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２３号）その他法令

等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならな

い。 

 

 （補則） 

第１５条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者及び受

注者が協議して定める。 

 

  



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正

に取り扱わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らし

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様と

する。 

 

 （取得の制限） 

第３ 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、

当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り行わなければならない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して

知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なし

に第三者に提供してはならない。 

 

 （個人情報の適切な管理） 

第５ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失

及び毀損（以下「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（責任体制の整備） 

第６ 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、

その体制を維持しなければならない。 

 

 （作業責任者等の届出） 

第７ 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者

に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告

しなければならない。 



３ 作業責任者は、仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監

督しなければならない。 

 

 （従事者の監督及び教育） 

第８ 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適

切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとと

もに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後

においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供

に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して

必要な事項を周知しなければならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第９ 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され

た個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製して

はならない。 

 

 （再委託における条件） 

第１０ 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部

を第三者（受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号

に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）に再委託をすることができる。

なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 

２ 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を

付するものとする。この場合において、再委託先が再々委託を行う場合も同様

の条件を付するものとする。 

 ⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する

事由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先

における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及

び監督の方法を明確にしなければならない。 

 ⑵ ⑴の場合、受注者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させ

るとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

 ⑶ 受注者は、再委託先に対して事務の一部を委託した場合は、その履行状況

を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の

状況を報告しなければならない。 



 ⑷ ⑶の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された事務の

履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾

させなければならない。 

 

 （資料等の返還等） 

第１１ 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受

け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等

を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 

２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有す

る必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければな

らない。 

 

 （取扱状況等についての指示等） 

第１２ 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取

扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、

報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。この場

合において、受注者は、拒んではならない。 

 

 （事故発生時における報告） 

第１３ 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生

じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、

必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとす

る。 

 

 （損害賠償等） 

第１４ 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理

に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を

与えたときも、また同様とする。 

２ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認め

るときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 


